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○
消
防
庁
告
示
第

号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
五
条
の
三
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
火
上

有
効
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
壁
等
の
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年

月

日

消
防
庁
長
官

原

邦
彰

防
火
上
有
効
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
壁
等
の
基
準

第
一

趣
旨

こ
の
告
示
は
、
消
防
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
三
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
防
火
上
有
効
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
壁
等
の
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二

壁
等

規
則
第
五
条
の
三
第
二
項
第
二
号
の
渡
り
廊
下
等
の
壁
等
に
類
す
る
も
の
と
し
て
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
壁
等

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

渡
り

廊
下
を

構
成
す
る
壁

等
（
床

、
壁
そ
の

他
の
建
築

物
の
部
分

又
は
防
火
戸

（
建
築

基
準
法
（
昭
和

二

十
五
年

法
律
第
二

百
一
号
）

第
二
条
第

九
号
の
二
ロ

に
規
定

す
る
防
火

設
備
で
あ

る
も
の
に

限
る
。
以

下

同
じ
。
）

を
い
う
。

以
下
同
じ

。
）
（
規

則
第
五
条

の
三
第
二

項
第
一

号
及
び
次
号

に
掲
げ
る

も
の
を

除
く
。
以
下
第
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
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二

地

下
連
絡

路
（
通
路
で

そ
の
全

部
又
は
出

入
口
以
外

の
部
分
が

地
下
に
設

け
ら
れ
る

も
の
の
う
ち
、
当

該
地
下

連
絡
路
に

よ
り
接
続

さ
れ
て
い

る
建
築
物

又
は
そ
の

部
分
（
地

下
連
絡
路

が
接
続
さ

れ
て
い
る

階

を
い
う
。

）
の
建
築

基
準
法
第

二
条
第
九

号
の
二

イ
に
規
定
す

る
特
定

主
要
構
造
部

が
耐
火
構

造
（
同
法

第

二
条
第
七

号
に
規

定
す
る
耐
火

構
造
を

い
う
。
以
下

同
じ
。
）

で
あ
る

も
の
を
い
う

。
以
下

同
じ
。
）

を
構

成
す
る

壁
等
（
規
則

第
五
条

の
三
第
二

項
第
一
号
に

掲
げ
る

も
の
を
除

く
。
以
下

第
四
に
お

い
て
同

じ
。
）

三

洞

道
（
換
気

、
暖
房
若

し
く
は
冷

房
の
設

備
の
風
道
、

給
水
管
、

排
水
管

、
配
電
管
そ

の
他
の
配
管
類

又
は
電
線

類
そ
の

他
こ
れ
ら
に

類
す
る
も

の
を
敷

設
す
る
た
め

に
地
中

に
設
け
ら
れ

る
も
の

を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
を
構
成
す
る
壁
等

四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
消
防
長
又
は
消
防
署
長
が
認
め
る
壁
等

第
三

渡
り
廊
下
を
構
成
す
る
壁
等
に
関
す
る
基
準

渡
り
廊

下
を
構
成

す
る
壁
等

に
関
し
て

規
則
第

五
条
の
三
第

二
項
第

二
号
の
消
防

庁
長
官
が

定
め
る

基
準

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

渡
り

廊
下
の
有

効
幅
員
は

、
当
該
渡

り
廊
下
で

接
続
さ
れ

て
い
る
建

築
物
の
建

築
基
準
法

第
二
条
第
五

号

に
規
定
す

る
主
要
構

造
部
の
全

部
又
は
一

部
に
木
材

、
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク

そ
の
他
の
可

燃
材
料
を

用
い
た

場

合

に

あ

っ

て

は

三

メ

ー

ト

ル

未

満

と

し

、

そ

の

他

の

場

合

に

あ

っ

て

は

六

メ

ー

ト

ル

未

満

と

す

る

こ
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と
。

二

渡

り
廊
下
で

接
続
さ
れ

て
い
る
建

築
物
相
互

間
の
距
離

は
、
一
階

に
あ
っ

て
は
六
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る

も
の
と
し

、
二
階
以

上
の
階
に

あ
っ
て
は

十
メ
ー

ト
ル
を
超
え

る
も
の

と
す
る
こ
と

。
た
だ
し

、
次
に
掲

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

渡
り

廊
下
で

接
続
さ
れ
て

い
る
建

築
物
の
外

壁
及
び
屋
根

（
建
築

物
と
渡
り
廊

下
が
接

続
さ
れ
て
い

(一 )

る
部

分
か

ら
そ
れ
ぞ
れ

三
メ
ー

ト
ル
以
内

の
距
離
に
あ

る
部
分

に
限
る
。

に
お
い

て
同
じ
。

）
が
、

(二 )

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

イ

耐
火
構
造

又
は
防
火

構
造
（
建

築
基
準

法
第
二
条
第

八
号
に
規

定
す
る
防

火
構
造
を

い
う
。

以
下

同
じ
。
）
で
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

耐

火
構
造
若

し
く
は
防
火

構
造
の

塀
そ
の
他
こ

れ
ら
に

類
す
る
も

の
、
閉
鎖

型
ス
プ
リ

ン
ク
ラ
ー

ヘ

ッ
ド

を
用

い
る
ス
プ
リ

ン
ク
ラ

ー
設
備
又

は
ド
レ
ン

チ
ャ
ー
設

備
で
延
焼
防

止
上
有

効
に
防
護

さ

れ
て
い
る
こ
と
。

渡
り
廊
下

で
接
続
さ

れ
て
い
る

建
築
物

の
外
壁
及
び

屋
根
は

、
開
口
部

（
当
該
開
口

部
の
面

積
が
四

(二 )

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

、

か

つ

、

防

火

戸

が

設

け

ら

れ

て

い

る

も

の

を

除

く

。

）

を

有

し

て

い

な

い

こ

と
。渡

り

廊
下
は
、

直
接
外
気

に
開
放
さ

れ
て
い

る
も
の
又
は

次
に
掲
げ

る
基
準
に

適
合
す
る

も
の
で
あ

(三 )
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る
こ
と
。

イ

建
築
基

準
法
施
行
令

（
昭
和

二
十
五
年

政
令
第
三

百
三
十
八

号
）
第
一
条

第
三
号

に
規
定
す

る
構

造

耐

力

上

主

要

な

部

分

を

鉄

骨

造

、

鉄

筋

コ

ン

ク

リ

ー

ト

造

又

は

鉄

骨

鉄

筋

コ

ン

ク

リ

ー

ト

造

と

し

、

そ

の

他

の

部

分

を

同

令

第

二

条

第

五

号

に

規

定

す

る

準

不

燃

材

料

で

造

っ

た

も

の

で

あ

る

こ

と
。

ロ

建
築

物
と
渡
り
廊

下
が
接

続
さ
れ
て

い
る
部
分
に

設
け
ら

れ
た
出
入

口
の
面
積

は
、
四
平

方
メ
ー

ト
ル

以
下

と
す

る
こ
と
。
こ

の
場
合

に
お
い
て
、

当
該
出

入
口
に
は

防
火
戸
で

、
随
時
開

く
こ
と
が

で
き

る
自

動
閉
鎖
装

置
付
の

も
の
又
は

随
時
閉
鎖

す
る
こ
と

が
で
き
、

か
つ
、
煙

感
知
器
（

イ
オ
ン

化

式
ス

ポ
ッ

ト
型
感

知
器
、
光

電
式
感
知

器
及
び
煙

複
合
式
ス

ポ
ッ
ト

型
感
知
器
を

い
う
。

以
下
同

じ
。
）
の
作
動
と
連
動
し
て
閉
鎖
す
る
構
造
の
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

直
接

外
気
に
接
す

る
開
口

部
又
は
機

械
排
煙
設

備
は
、
次

に
定
め
る

と
こ
ろ
に

よ
り
設
け

ら
れ
て

い
る

こ
と

。
た

だ
し
、
閉

鎖
型
ス
プ

リ
ン
ク
ラ

ー
ヘ
ッ
ド

を
用
い
る

ス
プ
リ
ン

ク
ラ
ー
設

備
又
は

ド

レ
ン
チ
ャ
ー
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

排

煙
上

有
効
な

位
置
に
、

火
災
の

際
容
易
に
接

近
で
き
る

位
置
か

ら
手
動
で
開

放
で
き

る
よ
う

(イ )
に
又
は
煙
感
知
器
の
作
動
と
連
動
し
て
開
放
す
る
よ
う
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

直

接
外

気
に
接
す
る

開
口
部

の
面
積
の

合
計
は
、

一
平
方
メ

ー
ト
ル
以

上
と
す
る

こ
と
。
こ

の

(ロ )
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場
合

に
お

い
て

、
屋

根
又
は

天
井
に
設

け
る
も
の

に
あ
っ
て

は
、
渡
り

廊
下
の
幅

員
の
三
分

の
一

以
上

の
幅

で
長

さ
一

メ
ー
ト
ル

以
上
の

も
の
、
外
壁

に
設
け
る

も
の
に
あ

っ
て
は
、

そ
の
両

側
に

渡
り

廊
下

の
三
分

の
一

以
上
の
長

さ
で
高

さ
一
メ
ー
ト

ル
以
上

の
も
の
そ
の

他
こ
れ

ら
と
同
等

以

上
の
排
煙
上
有
効
な
も
の
と
す
る
こ
と
。

機

械
排

煙
設
備
は

、
渡
り
廊

下
の
内
部

の
煙
を
有

効
に
、
か

つ
、
安
全

に
外
部
へ

排
除
す

る
こ

(ハ )
と
が

で

き
る

も
の
で

あ
り
、

電
気
で
作

動
さ
せ
る

も
の
に
あ

っ
て
は

、
非
常
電
源

が
附
置

さ
れ
て

い
る
こ
と
。

三

渡
り

廊
下
は

、
通
行
又
は

運
搬
の
用

途
に
の

み
供
さ
れ
、

可
燃
物

の
存
置
そ
の

他
通
行

の
支
障
が
な
い

状
態
を
維
持
す
る
こ
と
。

第
四

地
下
連
絡
路
を
構
成
す
る
壁
等
に
関
す
る
基
準

地
下

連
絡
路
を

構
成
す
る

壁
等
に
関

し
て
規
則

第
五
条
の

三
第
二
項

第
二
号

の
消
防
庁
長

官
が
定

め
る
基

準
は
、
第
三
第
三
号
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

地
下

連
絡
路

は
、
耐
火
構

造
と
し

、
そ
の
壁

及
び
天
井

（
天
井
の

な
い
場
合
に

あ
っ
て

は
、
屋
根
。
以

下

第
五
に

お
い
て
同

じ
。
）
の

室
内
に
面

す
る
部
分
（

回
り
縁

、
窓
台
そ

の
他
こ
れ

ら
に
類
す

る
部
分
を

除

く
。
以
下

第
五
に
お

い
て
同
じ

。
）
並
び

に
床
の
仕

上
げ
を
不

燃
材
料

（
建
築
基
準

法
第
二
条

第
九
号

に
規

定
す
る
不

燃
材
料
を

い
う
。
以

下
同
じ

。
）
で
し
、

か
つ
、
そ

れ
ら
の

下
地
を
不
燃

材
料
で

造
っ
た
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も
の
と
す
る
こ
と
。

二

地

下
連
絡
路

の
長
さ
（

建
築
物
と

地
下
連
絡

路
が
接
続

さ
れ
て
い

る
部
分

に
設
け
ら
れ

た
出
入
口
相
互

間
の
距
離

を
い
う
。

）
は
、
六

メ
ー
ト
ル

以
上
と

し
、
そ
の
幅

員
は
六

メ
ー
ト
ル
未

満
と
す
る

こ
と
。
た

だ

し
、
建
築

物
と
地

下
連
絡
路
が

接
続
さ

れ
て
い
る
部

分
に
閉
鎖

型
ス
プ

リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ
ド

を
用
い
る

ス
プ

リ
ン
ク

ラ
ー
設
備
又

は
ド
レ

ン
チ
ャ
ー

設
備
が
延
焼

防
止
上

有
効
な
方

法
に
よ
り

設
け
ら
れ

て
い
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

建

築
物
と
地

下
連
絡
路

は
、
前
号

の
出
入

口
を
除
き
、

開
口
部
の

な
い
耐

火
構
造
の
床

又
は
壁
で
区
画

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四

第
二

号
の
出
入

口
の
面
積
は

、
四
平

方
メ
ー
ト

ル
以
下
と

す
る
こ
と

。
こ
の
場

合
に
お
い

て
、
当
該
出

入
口

に
は
防

火
戸
（
建
築

基
準
法

施
行
令
第

百
十
二
条

第
一
項
に

規
定
す
る

特
定
防
火

設
備
で
あ

る
も
の

に

限

る

。

）

で

、

随

時

開

く

こ

と

が

で

き

る

自

動

閉

鎖

装

置

付

の

も

の

又

は

随

時

閉

鎖

す

る

こ

と

が

で

き
、
か
つ
、
煙
感
知
器
の
作
動
と
連
動
し
て
閉
鎖
す
る
構
造
の
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

五

地

下

連

絡

路

に

は

、

第

三

第

二

号

ハ

及

び

の

規

定

に

よ

り

排

煙

設

備

が

設

け

ら

れ

て

い

る

こ

(三 )

(イ )

(ハ )

と

。
た
だ

し
、
閉
鎖

型
ス
プ
リ

ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ
ド
を
用

い
る
ス

プ
リ
ン
ク

ラ
ー
設
備

が
設
け
ら

れ
て
い
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五

洞
道
に
関
す
る
基
準
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洞
道
を

構
成
す

る
壁
等
に
関

し
て
規

則
第
五
条

の
三
第
二

項
第
二
号

の
消
防
庁
長

官
が
定

め
る
基
準

は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

洞
道

は
、
耐
火

構
造
又
は

防
火
構
造

と
し
、

そ
の
内
側
の

仕
上
げ

を
不
燃
材
料

で
し
、
か

つ
、
そ
れ
ら

の
下
地
を
不
燃
材
料
で
造
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

建
築
物

と
洞
道
は

、
建
築
物

と
洞
道
が

接
続
さ
れ
て

い
る
部

分
に
設
け

ら
れ
た
開

口
部
及
び
当
該
洞

道

の
点

検
又
は
換

気
の
た
め
の

開
口
部

（
当
該
洞

道
が
接
続

さ
れ
て
い

る
建
築
物

内
に
設
け

ら
れ
る
も

の
に

限
る
。
）
を
除
き
、
開
口
部
の
な
い
耐
火
構
造
の
床
又
は
壁
で
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

洞
道

内
の
風

道
、
配
管
、

配
線
そ
の

他
こ
れ

ら
に
類
す
る

も
の
（

以
下
こ
の
号

に
お
い

て
「
風
道
等
」

と

い
う
。

）
が
建
築

物
内
の
耐
火

構
造
の

床
又
は
壁
を

貫
通
す

る
場
合
は

、
風
道
等

と
当
該
貫

通
す
る
部

分
の

隙
間
を

不
燃
材
料
で

埋
め
る

こ
と
。
た

だ
し
、
洞

道
の
長
さ

が
二
十
メ

ー
ト
ル
を

超
え
る
場

合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

四

第
二
号
の
点
検
の
た
め
の
開
口
部
に
は
、
防
火
戸
（
当
該
開
口
部
の
面
積
が
二
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に

あ
っ
て
は
、
自
動
閉
鎖
装
置
付
の
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

五

第
二

号
の
換
気

の
た
め
の

開
口
部
（

当
該
開
口

部
の
面
積

が
二
平
方

メ
ー
ト
ル

以
下
の
も

の
に
限
る
。

）
で
、
常
時
開
放
状
態
に
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
防
火
ダ
ン
パ
ー
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

第
六

消
防
長
又
は
消
防
署
長
が
認
め
る
壁
等
に
関
す
る
基
準
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消
防
長

又
は
消

防
署
長
が
認

め
る
壁

等
に
関
し

て
規
則
第

五
条
の
三

第
二
項
第
二

号
の
消

防
庁
長
官

が
定

め
る
基

準
は
、
消

防
長
又
は

消
防
署
長

が
、
火
災

の
発
生
又

は
延
焼
の

お
そ
れ

の
少
な
い
も

の
と
し
て
、
規

則
第
五
条

の
三
第
二

項
第
一
号

又
は
第
三

か
ら
第

五
ま
で
に
定

め
る
基

準
に
よ
る
場

合
と
同
等

以
上
の
安
全

性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。




